
【名取市高齢者等緊急通報システムについて】 
 
 

1. 概要 

   日常生活に不安を抱える高齢者等に、家庭用緊急通報機器を貸与し、家庭内での 

急病や事故等により緊急に救援を必要とする場合、機器を用いて緊急通報受信施設

に通報し、速やかな救援を行います。 

 

2. 対象者 

    市内に住所を有し、次のいずれかに該当する方。 

① おおむね 65 歳以上のひとりぐらしの方 

② 要介護認定を受けた方がいる 65 歳以上の高齢者のみの世帯 

③ その他市長が必要と認めた方 

 

3. 通報機器（２種類のうちどちらか選択） 

（1）固定型緊急通報機器 …ボタンを押し、自分で通報する固定型機器   

 

 

 

 

 

     

・本体    …固定電話回線を利用し、緊急に救援を必要とする場合にボタン 

を押すと緊急通報受信施設につながります。 

・ペンダント …固定電話（通報機器本体）から離れた部屋でも使用できる無線 

型の緊急ボタンで、押すと緊急通報受信施設につながります。 

・センサー   …普段生活している部屋やトイレ等に取付け、24 時間以上反応 

がないとき、機器が自動で緊急通報受信施設に通報します。 

 

（２）モバイル型緊急通報機器 …ボタンを押し、自分で通報するモバイル型機器 

 

 

 

 

      

 

   ・本体 …コンセントに挿すだけで使用でき、緊急時にボタンを押すと緊急通報 

受信施設につながります。一定時間内に内蔵されているセンサーに反 

応がないとき、機器が自動で緊急通報受信施設に通報します。 
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4. 通報手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（③以降は状況に応じて対応します。） 

5. 委託先について   

商  号：同和警備株式会社 

本  社：仙台市青葉区中央三丁目２番１号 

電話番号：０２２－２２２－５４５５ 

待機場所：名取市杜せきのした二丁目６番地の１ 

 ※委託先に合鍵を預けることができます。（任意） 

合鍵を預けていただくことで、警備会社による現況確認・救援活動をより迅速 

に行うことができます。 

 

6. 申請から利用開始まで   

   1）名取市高齢者等緊急通報システム利用申請書・確約書を、市役所介護長寿課 

に提出します。 

   2）介護長寿課職員がご自宅に訪問し、ご本人の状態や家の間取りを確認します。 

   3）内容を審査のうえ、必要性が認められた場合は、介護長寿課から対象者へ、 

設置工事の日時調整のため連絡が入ります。 

   4）調整した日時に、工事担当者と介護長寿課職員が訪問し、機器を取付けます。 

 

7. 料金   

   設置費用・機器貸与料・取外し費用は無料です。 

    固定型緊急通報機器の場合は、電話回線を利用するシステムのため、緊急通報時 

や不動通報時に通話料が発生します。 

 

※転出・死亡、施設入所や要介護認定区分の変更があった場合等は、取外しの対象に 

なる可能性がありますので、市役所介護長寿課までご連絡いただきますようお願いい 

たします。 

 

④自宅に救援 

④自宅に救援 

 

①緊急通報・不動通報 

②状態確認 

委託先受信施設 

（同和警備） 
利用者 

関係機関 

(消防･市役所等) 

緊急時連絡先 

(家族・親族等) 

委託先巡回車両 

（同和警備） 

③救援要請 

③現況確認 

③出向要請 

問い合わせ先 

名取市 健康福祉部 介護長寿課 長寿健康係 

電話：022-724-7111 


